
 

 

第二次区立施設委託化・民営化実施計画 

（平成19年度～22年度） 

素案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１９年（２００７年）８月 

練 馬 区 

 区では、平成１６年３月に策定した「委託化・民営化方針」に従って同年

９月に「区立施設委託化・民営化実施計画（平成１６年度～１８年度）」（以

下、「第一次計画」といいます。）を策定し、委託化・民営化に取り組みまし

た。 
この素案は、第一次計画の取り組みを踏まえ、平成１９年度から２２年度

までを計画期間とする第二次計画の策定に先立って、その基本的方向をお示

しするものです。区民の皆さまからご意見を伺い、１０月頃に第二次計画を

決定する予定です。 
ご意見は、９月１４日（金）までに、郵送、ファクス、電子メールでお寄

せください。ご意見は、匿名で公表させていただく場合があります。 
 
・ ご意見送付先 区役所本庁舎６階 企画課 

〒176-8501 豊玉北６－１２－１ 
ファクス  ３９９３－１１９５ 
電子メール kikaku@city.nerima.tokyo.jp 

・ お問い合わせ 企画課 ３９９３－１１１１（代表） 
・ 区ホームページ http://www.city.nerima.tokyo.jp/ 
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１ 委託化・民営化の基本的な考え方 
  

平成１６年３月に策定した「委託化・民営化方針」では、委託化・民営化に

よる地域経営のビジョン（図）を示すとともに、基本的な考え方である推進方

針と、準拠しなければならない実施基準を明らかにしました。 

 

＜図＞ 
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委託化・民営化の推進方針と実施基準 

 
(1) 委託化・民営化推進方針 

ア 「民間でできることは民間に委ねる」ことを基本に、区が専管的に実施しな

ければならない事務事業を除き、現在区が行っている事務事業（区立施設の管

理運営を含む。）の委託化または民営化を積極的に推進する。 

イ 区の事務事業の民間開放により、雇用創出等、地域の活性化をめざす。 

 

(2) 委託化・民営化の実施基準 

委託化または民営化は、つぎの 4つの効果について総合的に検討したうえで、

推進する。 

① 区として確保しなければならないサービスの水準が維持できること 

② 区民ニーズに対する柔軟な対応が可能となること 

③ 経費が節減できること 

④ 雇用創出等による地域の活性化が図れること 
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２ 計画の位置づけ 
 
 この計画は、「委託化・民営化方針」に基づき策定するものです。 
 区では、同方針に従って平成１６年９月に「区立施設委託化・民営化実施計

画（平成１６年度～１８年度）」（以下、「第一次計画」といいます。）を策定し、

委託化・民営化に取り組みました。この計画は、第一次計画の取り組みを踏ま

え、平成１９年度から２２年度に委託化または民営化すべきであると判断した

施設について計画化しています。 
 
３ 第二次区立施設委託化・民営化実施計画総括表 
 
 第二次区立施委託化・民営化実施計画では、次の施設について委託化・民営

化を計画化しています。 
 

計画期間中に委託化・民営化する施設 参考 

委託の拡大 平成１８年

度末の現状 

 

新
規
開
設
施
設
の
委
託

化
（
ａ
） 

指

定

管

理

者

（
ｂ
） 

業
務
委
託
（
ｃ
） 

委
託
拡
大
の
検
討
（
ｄ
） 

民
営
化
の
実
施
（
ｅ
） 

合
計
（
ａ
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｅ
） 

計
画
期
間
中
の
新
規
開
設

数 

施
設
数 

委
託
数 

①産業地域振興部関係施設   １９ １  １９  ３３ ４ 

区民館   １０   １０  １０  

光が丘区民ホール    １    １ １ 

地区区民館   ９   ９  ２２ ３ 

②福祉部関係施設 ４ ３ ４ １ ２ １３ ４ ４１ ２３ 

厚生文化会館   １   １  １  

心身障害者福祉センター    １    １  

福祉園  ３    ３  ７ １ 

障害者地域生活支援センター ３     ３ ３ １ １ 

特別養護老人ホーム     １ １  ４ ４ 

デイサービスセンター     １ １  １３ １３ 

高齢者センター １     １ １ ３ ３ 

敬老館   ３   ３  １１ １ 

③児童青少年部関係施設 ３  ４ １０３ ７ ３ １６８ １１ 

児童館    １７    １７ １ 

学童クラブ    ８５    ９０ ５ 

保育所   ４   ４  ６０ ４ 

子ども家庭支援センター ３   １  ３ ３ １ １ 
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計画期間中に委託化・民営化する施設 参考 

委託の拡大 平成１８年

度末の現状 

 
新
規
開
設
施
設
の
委
託

化
（
ａ
） 

指

定

管

理

者

（
ｂ
） 

業
務
委
託
（
ｃ
） 

委
託
拡
大
の
検
討
（
ｄ
） 

民
営
化
の
実
施
（
ｅ
） 

合
計
（
ａ
＋
ｂ
＋
ｃ
＋
ｅ
） 

計
画
期
間
中
の
新
規
開
設

数 
施
設
数 

委
託
数 

④環境清掃部関係施設 １     １ ２ ２ ２ 

リサイクルセンター １     １ ２ ２ ２ 

⑤土木部関係施設  １  ５９６ １  ５９７ ５９７

大泉交通公園  １    １  １ １ 

公園管理事務所が管理して

いる公園等 
   ５９６   ５９６ ５９６

⑥生涯学習部関係施設 ３ １８ １２  ２１ ３ ３７ ３０ 

練馬公民館    １    １ １ 

図書館 １ ７   ８ １ １４ ４ 

青少年館    ２    ２ ２ 

美術館    １    １ １ 

少年自然の家  ２    ２  ４ ４ 

（仮称）ふるさと文化館 １     １ １   

庭球場・運動場・野球場  ９    ９  １０ １０ 

体育館・地域交流スポーツセ

ンター 
１   ６  １ １ ６ ６ 

プール    ２    ２ ２ 

合 計 １１ ４９ ７１３ ２ ６２ １２ ８７８ ６６７
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４ 各区立施設委託化・民営化実施計画 

（１）新規開設する区立施設の委託化 

  「委託化・民営化方針」では、今後開設する施設について、民営化できな

いかどうかを検討したうえで、区立施設とする必要がある場合には委託化す

ることを基本としています。 

平成２２年度までに開設を予定している区立施設の委託化については、つ

ぎのとおりです。 

 

①福祉部関係施設 

 

施 設 障害者地域生活支援センター 計画数 ３ 

実施予定年度 平成１９、２０、２２年度 

委託化の内容 

など 

○１９年１１月開設予定の光が丘と２０年度開設予定の石神

井については、それぞれ開設当初から指定管理者制度を適

用します。 

○練馬区新長期計画において２２年度までに整備を計画して

いる大泉についても、開設当初から指定管理者制度を適用

します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 障害者施策推進課 

 

施 設 高齢者センター 計画数 １ 

実施予定年度 平成２２年度 

委託化の内容 

など 

○練馬区新長期計画において２２年度までに整備を計画して

いる大泉については、開設当初から指定管理者制度を適用

します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 高齢社会対策課 
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②児童青少年部関係施設 

 

施 設 子ども家庭支援センター 計画数 ３ 

実施予定年度 平成１９、２０、２２年度 

委託化の内容 

など 

○関は、１９年４月に一部業務委託により開設しています。 

○光が丘は、２０年度に一部または全部の委託により開設し

ます。 

○練馬区新長期計画において計画している大泉は、２２年度

に一部または全部の委託により開設します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○練馬と関については、児童家庭相談の組織体制の見直しと

あわせて委託化を検討します。 

担当課 子育て支援課 

 

③環境清掃部関係施設 

 

施 設 リサイクルセンター 計画数 １ 

実施予定年度 平成２２年度 

委託化の内容 

など 

○桜台については、２１年３月に開設し、区民による管理運

営団体の育成を図って２２年度から業務委託に移行し、さ

らに指定管理者制度への移行をめざします。 

○なお、練馬区新長期計画において計画している大泉につい

ては、２２年度に開設し、区民による管理運営団体の育成

を図って業務委託に移行し、さらに指定管理者制度への移

行をめざします。 

実施にあたっ

ての課題など 

○指定管理者制度への移行を図るとともに、管理運営団体の

法人化をめざします。 

担当課 環境政策課 

 

④生涯学習部関係施設 

 

施 設 （仮称）南田中図書館 計画数  １ 

実施予定年度 平成２１年度 

委託化の内容 

など 

○指定管理者制度の適用を含め、委託方法について１９年度

中に決定します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 光が丘図書館 
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施 設 （仮称）ふるさと文化館 計画数 １ 

実施予定年度 平成２１年度 

委託化の内容 

など 
○業務委託により開設し、区民が主体となる管理運営団体を

育成しながら指定管理者制度への移行をめざします。 

実施にあたっ

ての課題など 

○管理運営団体の法人化後に、指定管理者制度への移行を図

ります。 

担当課 生涯学習課 

 

施 設 
（仮称）豊玉・中村地域交流スポーツセ

ンター 
計画数 １ 

実施予定年度 平成２０年度 

委託化の内容 

など 

○指定管理者制度の適用を含め、委託方法について１９年度

中に決定します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 スポーツ振興課 
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（２）委託を拡大する区立施設 

  区立施設のうち、計画期間中に委託化する施設は、つぎのとおりです。 

 

 ※区職員数は、平成19年4月現在です。 

①産業地域振興部関係施設 

 

計 画 数 １０ 
施 設 区民館 

区職員数 ０ 

実施予定年度 平成２０年度 

委託化の内容 

など 

○２０年度からは業務委託により運営します。 

○委託化に伴い開館日を拡大します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○委託完了後も地区区民館および地域集会所との関係を整理

し、地域コミュニティ施設全体の利用方法・名称などの変

更・統一の検討にあわせて、施設のあり方を検討します。 

○将来的には、地域住民が主体となった団体に管理運営業務

を委託することをめざします。 

担当課 地域振興課 

 

計 画 数 ９ 

施 設 地区区民館 
区職員数 

１３０ 

(22館) 

実施予定年度 平成１９～２２年度 

委託化の内容 

など 

○１９年４月から３館で委託しています（高松、氷川台、関

町北） 

○２０年度以降も各館の運営委員会（協議会）との協議を進

め、計画期間内にさらに６館程度の管理運営業務の委託を

拡大します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○区との協働の担い手である運営委員会（協議会）の支援に

努めます。 

担当課 地域振興課 
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②福祉部関係施設 

 

計 画 数 １ 
施 設 厚生文化会館 

区職員数 １０ 

実 施 年 度 平成１９年度 

委託化の内容 

など 

○１９年４月から日曜・祝日の集会室の利用について、シル

バー人材センターへ委託することにより実施しています。 

○地域コミュニティ施設として、運営協議会への委託に向け

て協議していきます。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 地域福祉課 

 

計 画 数 ３ 
施 設 福祉園 

区職員数 ６５ 

実施予定年度 平成２０、２１、２２年度 

委託化の内容 

など 

○直営６園のうち医療的ケアを要する重症心身障害者を受け

入れる氷川台および大泉学園町を除く４施設について、 

２３年度までに委託化します。 

○毎年度１園ずつ指定管理者制度を適用します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 障害者施策推進課 

 

計 画 数 ３ 
施 設 敬老館 

区職員数 ９※ 

実施予定年度 平成２０年度 

委託化の内容 

など 

○２０年度に大泉北、東大泉、西大泉の管理運営業務を委託

します。 

○２１年度以降は、委託化する施設を増やしていきます。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 高齢社会対策課 

※東大泉および西大泉は改修中のため、区職員はおりません。ここでは１館あたり３名

で計算しています。 
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③児童青少年部関係施設 

 

計 画 数 ４ 
施 設 保育所 

区職員数 ９６ 

実施予定年度 平成２１、２２年度 

委託化の内容 

など 

○２８年度に区営保育園と私立保育園・民間委託保育園の割

合が概ね半々になるよう、各年度２園を委託します。 

実施にあたっ

ての課題など 

 

担当課 計画調整担当課 

 

④土木部関係施設 

 

計 画 数 １ 
施 設 大泉交通公園 

区職員数 ０ 

実施予定年度 平成２１年度 

委託化の内容 

など 

○指定管理者制度を適用します。 

実施にあたっ

ての課題など 
 

担当課 公園緑地課 

 

⑤生涯学習部関係施設 

 

計 画 数 ７ 

施 設 図書館 
区職員数 

６１ 

(２０年

度の委

託予定

の３館) 

実施予定年度 平成１９、２０年度 

委託化の内容 

など 

○窓口等の業務について、１９年４月から４館（平和台、南

大泉、関町、稲荷山）で委託しています。さらに２０年度

には、３館（光が丘、石神井、小竹）を委託します。この

計画により、全１１館で窓口等の業務は委託となります。 

実施にあたっ

ての課題など 

○業務委託の範囲の拡大および指定管理者制度の適用につい

て、検討します。 

担当課 光が丘図書館 
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計 画 数 ２ 
施 設 少年自然の家 

区職員数 ０ 

実施予定年度 平成２０年度 

委託化の内容 

など 

○全施設を業務委託していますが、軽井沢と武石について指

定管理者制度を適用します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○下田と岩井の管理運営については、移動教室のあり方を含

め、検討します。 

担当課 生涯学習課 

 

計 画 数 ９ 
施 設 庭球場・運動場・野球場 

区職員数 ０ 

実施予定年度 平成２２年度 

委託化の内容 

など 

○業務委託をしている１０施設のうち、練馬総合運動場を除

く４庭球場・２運動場・３野球場に指定管理者制度を適用

します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○練馬総合運動場については、練馬区新長期計画に基づく公

園整備後に、指定管理者制度を適用します。 

担当課 スポーツ振興課 
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（３）委託の拡大を検討する区立施設 

  「委託化・民営化方針」では、区が専管的に実施しなければならない事務

事業を除き、委託化・民営化を検討・推進することを基本としています。 

現時点の検討状況は、つぎのとおりです。 

 

 ※区職員数は、平成19年4月現在です。 

①産業地域振興部関係施設 

 

施 設 数 １ 
施 設 光が丘区民ホール 

区職員数 ５ 

現 状 ○光が丘区民センターの庁舎管理業務・施設間調整業務を行

っているため、職員を配置しつつ業務委託を継続していま

す。 

検討の方向性 ○指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 地域振興課 

 

②福祉部関係施設 

 

施 設 数 １ 
施 設 心身障害者福祉センター 

区職員数 ２４ 

現 状 ○直営によって管理運営をしています。 

検討の方向性 ○こども発達支援センターの開設にあわせ、心身障害者福祉

センターの全体機能のあり方を見直した上で、指定管理者

制度の適用を検討します。 

担当課 障害者サービス調整担当課 

 

③児童青少年部関係施設 

 

施 設 数 １７ 
施 設 児童館 

区職員数 ７０ 

現 状 ○光が丘なかよし児童館では、休日・夜間開放を委託してい

ます。 

検討の方向性 ○「放課後子どもプラン」の検討にあわせて、あり方・委託

化を検討します。 

担当課 計画調整担当課 
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施 設 数 ６８※ 

施 設 学童クラブ 
区職員数 

１４２ 

※ 

現 状 ○５つのクラブを委託しています。 

検討の方向性 ○「放課後子どもプラン」の検討状況をふまえ、委託化を検

討します。 

担当課 計画調整担当課 

※区職員数の１４２人は、小学校内、校外単独および児童館の６８所についてであり、

地区区民館、厚生文化会館および委託施設の職員数は含んでいません。 

 

施 設 数 １ 
施 設 子ども家庭支援センター（練馬） 

区職員数 １０ 

現 状 ○練馬は、児童家庭相談機能を直営により運営しています。 

検討の方向性 ○児童家庭相談の組織体制の見直しとあわせて、委託化を検

討します。 

担当課 子育て支援課 

 

④土木部関係施設 

 

施 設 数 ５９６ 
施 設 公園管理事務所が管理している公園等 

区職員数 ２６ 

現 状 ○公園管理事務所が管理している公園等では、清掃・剪定業

務を委託しています。なお、一部の公園では、近隣住民の

方々が、公園の清掃や花壇の管理をしています。 

検討の方向性 ○順次、指定管理者制度の適用を検討していきます。 

担当課 公園緑地課 

 

⑤生涯学習部関係施設 

 

施 設 数 １ 
施 設 練馬公民館 

区職員数 ９ 

現 状 ○窓口業務等を委託しています。 

検討の方向性 ○施設管理について指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 生涯学習課 

 

施 設 数 ２ 
施 設 青少年館 

区職員数 １１ 

現 状 ○窓口業務等を委託しています。 

検討の方向性 ○施設管理について指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 生涯学習課 



 13 

 

施 設 数 １ 
施 設 美術館 

区職員数 ９ 

現 状 ○窓口業務等を委託しています。 

検討の方向性 ○施設管理について指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 生涯学習課 

 

施 設 数 ６ 
施 設 体育館 

区職員数 １９ 

現 状 ○管理運営業務を全館で委託しています。 

○光が丘および総合体育館は、利用調整業務のため、職員を

配置しています。 

検討の方向性 ○指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 スポーツ振興課 

 

施 設 数 ２ 
施 設 プール 

区職員数 ０ 

現 状 ○管理運営業務を委託しています。 

検討の方向性 ○指定管理者制度の適用を検討します。 

担当課 スポーツ振興課 
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（４）民営化を実施する区立施設 

  「委託化・民営化方針」では、区の事務事業として継続する必要性が検証

できないものについては、民営化を検討することにしています。 

  区立施設のうち、計画期間中に民営化を実施する施設は、つぎのとおりで

す。 

 

①福祉部関係施設 

 

施 設 特別養護老人ホーム 計画数 １ 

実施予定年度 平成２２年度 

民営化の内容

など 

○現在は、練馬区社会福祉事業団を指定管理者としています

が、民設民営方式へ移行します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○田柄、関町、富士見台については、必要に応じて建物改修

を行った後に、民営化します。 

○大泉については、併設するケアハウスのあり方を含め検討

します。 

担当課 高齢社会対策課 

 

施 設 デイサービスセンター 計画数 １ 

実施予定年度 平成２２年度 

民営化の内容

など 

○特別養護老人ホーム併設のデイサービスセンターについ

ては、特別養護老人ホームの民設民営方式への移行に合わ

せて、民設民営方式に移行します。 

実施にあたっ

ての課題など 

○田柄、関町、富士見台については、必要に応じて建物改修

を行った後に、民営化します。 

○大泉については、併設するケアハウスのあり方を含め検討

します。 

○その他の施設については、指定管理者制度を継続します。 

担当課 高齢社会対策課 
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５ 委託後の施設運営についての指導監督のあり方 
 
区立施設の委託化にあって、施設運営の質が問われています。受託者（指定

管理者）が提供するサービス等について、区は設置者として適切に指導監督し

ます。 
 

（１）事業報告書、定期的な報告と実地調査 

 区立施設として必要なサービス水準と適正な施設管理を確保するため、

受託者（指定管理者）に報告を求めるほか、実地に調査を行い、管理の

実施状況を点検します。 
 

（２）利用者・第三者評価と運営協議会 

 利用者による評価のほか、福祉施設等については第三者評価を導入し

て、受託者（指定管理者）による管理の状況を把握していきます。 
 また、委託後の施設管理を協議する場として、利用者・受託者（指定

管理者）・区の三者で構成する運営協議会を必要に応じて設置します。 
 
※ 委託施設への指導監督を強化するための「モニタリング（監督）システ

ムの確立」は、（仮称）練馬区行政改革推進プランの取組項目としており、

その中で、評価の仕組みづくりや区民への公表などを進めていきます。 
 
６ 区立施設委託化・民営化により見込まれる効果の想定 
 
 この計画に基づく区立施設の委託化では、以下の効果を想定しています。 

 

＜職員削減などの効果＞ 

○委託化に伴い、計画期間中（平成１９年度～２２年度）に約２００人の職員

削減を見込んでいます。なお、区立施設へ配置する必要がなくなる区職員に

ついては、新しい行政需要に振り向け、活用していきます。 

 

＜財政上の効果＞ 

○平成１９年度～２２年度の累積財政効果として、およそ５億円を見込んでい

ます。 
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参考 第一次計画に基づく実施状況等 

（１）計画期間中に委託化した施設の一覧 

区分 施設名 施設数 

◎特別養護老人ホーム４  

 （田柄、関町、富士見台、大泉） 
１１６ 

◎デイサービスセンター１３   

◎大泉ケアハウス   

○練馬文化センター   

○大泉学園ゆめりあホール   

○障害者地域生活支援センター きらら   

○しらゆり荘   

○大泉つつじ荘   

○福祉作業所２ （白百合・かたくり）   

○母子生活支援施設   

○関町リサイクルセンター   

○区営住宅１７   

○自転車駐車場６２   

○ねりまタウンサイクル７   

管理委託

から指定

管理者制

度へ移行

した施設 

○駐車場３ （石神井、大泉学園南口・北口）   

◎障害者地域活動支援センター ９ 

◎豊玉高齢者センター   

◎谷原あおぞら学童クラブ   

・貫井福祉園   

・貫井福祉工房   

・区営住宅２  

・自転車駐車場  

施設開設

時に指定

管理者制

度を適用し

た施設 

・練馬駅北口地下駐車場   

◎練馬女性センター １２ 

◎関区民ホール   

◎向山庭園   

◎石神井公園区民交流センター   

◎東京中高年齢労働者福祉センター（サンライフ練馬）   

◎勤労福祉会館   

◎福祉作業所２ （北町・大泉）   

◎高野台敬老館   

◎高齢者センター２ （関・光が丘）   

直営から

指定管理

者制度へ

移行した

施設 

◎春日町リサイクルセンター   
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区分 施設名 施設数 

◎学童クラブ３ （石神井西小・豊玉小・大泉第二小） ４ 施設開設

時に業務

委託した

施設 

◎東大泉第三保育園 

  

◎学童クラブ（豊玉） ５ 

◎保育園３ （光が丘第八、向山、石神井町つつじ）   

直営から

業務委託

へ移行し

た施設 

◎土支田農業公園 
  

◎地区区民館３ （田柄、富士見台、立野） １６ 

◎光が丘なかよし児童館   

◎練馬公民館   

◎青少年館２ （春日町、南大泉）   

◎体育館３ （上石神井、平和台、大泉学園町）   

◎土支田庭球場   

◎練馬総合運動場   

管理運営

業務や窓

口業務な

どへ委託

を拡大し

た施設 

◎図書館４ （練馬、春日町、大泉、貫井）   

   １６２ 

◎：第一次計画において委託化・民営化を計画した施設 
       ○：管理委託から指定管理者制度へ移行した施設（◎を除く。） 
       ・：施設開設時に指定管理者制度を適用した施設（◎を除く。） 
 
（２）計画期間中の委託化の効果 
①区民ニーズに対する対応 

開館日・時間を拡大した施設 ３３施設  

新規サービス・事業を実施した施設  １２施設  

サービス・事業を拡充した施設  ９３施設  

                （平成18年4月1日現在） 

 

②財政効果                   （単位：百万円） 

 

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

３か年の

累積効果

額 

財政効果額 ２２ １２７ ２６９ １，０２７ 

人件費 １３３ １９７ ５３３ ２，１６９  

 事業費等 △１１１ △７０ △２６４ △１，１４２ 

１，４４５ 

 

（平成18年4月1日現在で、18年度は、契約額等による見込額） 

※各年度の額は、前年度までに委託化した施設の効果額も含めた額。 
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③区民雇用の状況                  （単位：人） 

区民雇用 区民以外の雇用  

常勤 非常勤・

臨時 

計 常勤 非常勤・

臨時 

計 

委託化

した施

設の雇

用人数 

３１３ ８２１ １，１３４ ２５４ １６０ ４１４ 

                （平成18年4月1日現在） 

 

④区民雇用以外の地域活性化 

区内業者へ業務の一部を再委託している施設 １２７施設  

区内業者から物品の調達をしている施設 １２６施設  

地域交流の促進、区民との協働の推進を図っている施設 ９１施設  

                （平成18年4月1日現在） 
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（３）区職員を配置していた区立施設の委託化 
  第一次計画において、「区職員を配置している区立施設の委託化について」

として計画化した施設の実施状況は、次のとおりです。 

第一次計画の内容   

施 設 
施
設
数 

施

設

数 

委託化の内容

など 

平成１９

年度以降

の方針 

施

設

数 

 

委託化の実施状況 

① 総務部関係施設 

練馬女性センタ

ー 

1 1     1 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。 

② 区民部関係施設 

区民館 10 出張所の適正配

置・再編と併せて検

討します。 

   平成１８年１月に策定した「出張所

のサービス向上と事務の効率化

実施計画」の中で、地域の住民が

主体となった団体による管理運営

をしていく方向で検討していくこと

としました。 

区民ホール 2 1 関区民ホール

を委託化しま

す。（光が丘

区 民 ホ ー ル

は、当面、現

行の運営体制

を 継 続 し ま

す。） 

  1 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。（関） 

地区区民館 22 2 地域の方など

による運営の

受け皿が整っ

たところから

委託化を推進

します。 

委託化を

拡大しま

す。 

３ 平成１８年４月１日に、平日昼間

の管理運営委託を拡大しました。

（田柄、富士見台、立野） 

向山庭園 1 1     1 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。 
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第一次計画の内容   

施 設 
施
設
数 

施

設

数 

委託化の内容

など 

平成１９

年度以降

の方針 

施

設

数 

 

委託化の実施状況 

③ 産業経済部関係施設 

石神井公園区民

交流センター 

1 1     1 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。 

東京中高年齢労

働者福祉センタ

ー(サンライフ

練馬) 

1 1     1 平成１７年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。 

勤労福祉会館 1 1     1 平成１７年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。 

④ 保健福祉部関係施設 

厚生文化会館 1 施設のあり方など

の検討と併せて、委

託化を検討します。 

   平成１９年度からシルバー人材セ

ンターへの委託により、日曜祝日

を開館することとしました。今後、

地域コミュニティ施設として、運営

協議会を担い手とした委託化へ向

けて運営協議会等関係団体と協

議していきます。 

福祉作業所 2 2     2 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。（北町、大泉） 

福祉園 6    障害者自立支援法を踏まえた検

討を行い、直営を継続する２園を

除き、２０年度から順次、指定管

理者制度を適用することとしまし

た。 

心身障害者福祉

センター 

1 

障害者施設のあり

方などの検討結果

を踏まえ、委託化を

進めます。委託化す

る施設数や委託方

法、委託化を開始す

る時期については、

検討します。 

   障害者自立支援法を踏まえた検

討を行い、平成１８年度から一部

の事業を自立支援法上の事業体

系へ移行しました。障害者計画 

（１９年３月策定）の中で、心身障

害者福祉センター内に「こども発

達支援センター」を２２年度までに

整備することとしました。この施設

の検討の中で、委託化についても

検討することとしました。 
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第一次計画の内容   

施 設 
施
設
数 

施

設

数 

委託化の内容

など 

平成１９

年度以降

の方針 

施

設

数 

 

委託化の実施状況 

敬老館 11 1   委託化を

拡大しま

す。 

1 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。（高野台） 

高齢者センター 2 2     2 平成１８年４月１日に、指定管理

者制度を適用して委託化しまし

た。（関、光が丘） 

⑤ 児童青少年部関係施設 

児童館 17 1   1 平成１８年４月１日に、委託により

業務拡大をしました。（光が丘なか

よし） 

学童クラブ 87 1   1 平成１８年４月１日に、委託化しま

した。（豊玉） 

保育所 59 3   

委託化を

拡大しま

す。 

3 平成 17 年 12月１日に光が丘第八

を、１８年４月１日に向山と石神井

町つつじを、それぞれ委託化しま

した。 

⑥ 環境清掃部関係施設 

リサイクルセン

ター 

1 1 春日町リサイ

クルセンター

を平成 16年 4

月に委託化済

みです。（関

町リサイクル

センターは、

平成12年度に

委託化済みで

す。） 

  1 春日町については、平成１７年４

月１日に、指定管理者制度を適用

しました。（なお、関町についても、

春日町と同時に、指定管理者制

度を適用しました。） 

⑦ 土木部関係施設 

土支田農業公園 1 1     1 平成１８年４月１日に、委託化しま

した。 

花とみどりの相

談所 

1 区の事務所として

の性格が強いため、

当面、現行の運営体

制を継続します。 

   将来「練馬みどりの機構」が「緑地

管理機構」として発足することを視

野に入れて、緑地管理機構への

委託化について検討を続けていま

す。 
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第一次計画の内容   

施 設 
施
設
数 

施

設

数 

委託化の内容

など 

平 成 19

年度以降

の方針 

施

設

数 

 

委託化の実施状況 

⑧ 教育委員会関係施設 

下田学園 1 － 平成16年度末

に廃止する予

定です。 

  － 平成１７年３月に廃止しました。 

学校給食総合調

理場 

2 － 第二総合調理場は平成20

年度に委託化する予定で

す。第一総合調理場は現行

の体制を当面継続し、第二

総合調理場の委託化に併

せて廃止します。 

 新長期計画において、第二総合

調理場も廃止することとしました。 

総合教育センタ

ー 

1 長期総合計画に基

づく総合教育セン

ターの見直し結果

を踏まえ、検討しま

す。 

   新長期計画の中で、総合教育セ

ンターを発展的に改組し、教育相

談事業および教職員の研究・研修

事業を行う（仮称）学校教育支援

センターを設置することとしまし

た。設置計画を進めながら、委託

化についても検討していきます。 

練馬公民館 1 1     1 平成１７年４月１日に、委託業務を

拡大しました。 

青少年館 2 2     2 平成１７年４月１日に、委託業務を

拡大しました。 

美術館 1 1      個々の業務の委託化による委託

拡大は効果が低いため、当面、現

行の一部業務委託を継続しつつ、

より効率的・効果的に委託する方

法を検討することとしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

第一次計画の内容   

施 設 
施
設
数 

施

設

数 

委託化の内容

など 

平 成 19

年度以降

の方針 

施

設

数 

 

委託化の実施状況 

体育館 5 3 上石神井体育

館、平和台体

育館、大泉学

園町体育館を

委 託 化 し ま

す。（桜台体

育館は、委託

化済みです。）

総合体育館お

よび光が丘体

育 館 の ２ 館

は、当面、現

行の運営体制

を 継 続 し ま

す。 

  3 平成１７年４月１日に、委託業務を

拡大しました。 

庭球場・運動場 2 2 土 支 田 庭 球

場、練馬総合

運動場を委託

化します。 

  2 平成１８年４月１日に、委託業務を

拡大しました。 

図書館 11 3 カウンター業務をはじめ

とする業務を委託化しま

す。（平成20年度までに

全館を委託化します。） 

4 平成１８年４月１日に、委託業務を

拡大しました。（練馬、春日町、大

泉、貫井） 

合  計 254 32         

新行政改革プランの

委託化目標施設数 

30     33   
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（４）計画期間中に新たに開設した区立施設の委託化 
  第一次計画において、「平成１８年度までに新たに開設する区立施設の委託

化について」として計画化した施設の実施状況は、次のとおりです。 

第一次計画の内容   

施 設 
名称等 備 考 

委託化し

た施設数 

 

実 施 状 況 

① 保健福祉部関係施設 

障害者地域活

動支援センタ

ー 

谷原 
平成１７年４月

開設予定 

1 平成１７年４月１日の開設時から、指

定管理者制度を適用しました。 

高齢者センタ

ー 
豊玉 

平成１６年１０

月開設予定 

1 平成１６年１０月１６日の開設時から、

指定管理者制度を適用しました。 

② 児童青少年部関係施設 

谷原あ

おぞら 

平成１７年４月

開設予定 

1 平成１７年４月１日の開設時から、指

定管理者制度を適用しました。 

    
2 平成１８年４月１日の開設時から、委

託化しました。（石神井西小、豊玉小） 

学童クラブ 

    
1 平成１８年１２月２１日の開設時から、

委託化しました。（大泉第二小） 

保育所 
東大泉 

平成１８年４月

開設予定 

1 平成１８年４月１日の開設時から、委

託化しました。（東大泉第三） 

合 計 4   7   

 

（５）将来に向けて民営化を検討した区立施設 
第一次計画において、「将来に向けて民営化を検討する区立施設について」

として計画化した施設の実施状況は、次のとおりです。 

施  設 施設数 第一次計画の内容 実施状況 

○ 保健福祉部関係施設 

特別養護老人ホ

ーム 
4 

デイサービスセ

ンター 13 

軽費老人ホーム

（大泉ケアハウ

ス） 

1 

 現在は、練馬区社会福祉事業団に委託しています

が、施設の土地および建物の取扱について精査したう

えで、練馬区社会福祉事業団の運営実績を踏まえ、民

営化を検討します。 

 なお、デイサービスセンターのうち１か所について

は、他の社会福祉法人に委託しています。 

平成１８年４

月１日に、

指定管理者

制度を適用

しました。 

合 計 18     

 




